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公社就業規則及び健康管理規程によれば、公社においては、職員は常に健康の保持増進に努める義務が

あるとともに、健康管理上必要な事項に関する健康管理従事者の指示を誠実に遵守する義務があるばか

りか、要管理者は、健康回復に努める義務があり、その健康回復を目的とする健康管理従事者の指示に

従う義務があることとされているのであるが、以上公社就業規則及び健康管理規程の内容は、公社職員

が労働契約上その労働力の処分を公社に委ねている趣旨に照らし、いずれも合理的なものというべきで

あるから、右の職員の健康管理上の義務は、公社と公社職員との間の労働契約の内容となっているもの

というべきである。 

もっとも、右の要管理者がその健康回復のために従うべきものとされている健康管理従事者による指示

の具体的内容については、特に公社就業規則ないし健康管理規程上の定めは存しないが、要管理者の健

康の早期回復という目的に照らし合理性ないし相当性を肯定し得る内容の指示であることを要すること

はいうまでもない。しかしながら、右の合理性ないし相当性が肯定できる以上、健康管理従事者の指示で

きる事項を特に限定的に考える必要はなく、例えば、精密検診を行う病院ないし担当医師の指定、その検

診実施の時期等についても指示することができるものというべきである。 

以上の次第によれば、Ｘに対し頸肩腕症候群総合精密検診の受診方を命ずる本件業務命令については、

その効力を肯定することができ、これを拒否したＹの行為は公社就業規則 59 条３号所定の懲戒事由に

あたるというべきである。 

そして、前記の職場離脱が同条 18 号の懲戒事由にあたることはいうまでもなく、以上の本件における２

個の懲戒事由及び前記の事実関係にかんがみると、原審が説示するように公社における戒告処分が翌年

の定期昇給における昇給額の４分１減額という効果を伴うものであること（公社就業規則76条４項３号）

を考慮に入れても、公社がＸに対してした本件戒告処分が、社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲

を超え、これを濫用してされた違法なものであるとすることはできないというべきである。 


